
　2,000時間または5年の救急現場経験を経た救急
隊員が、7ヶ月の学校研修を終え、国家試験に合格

・気管挿管講習を修了
　（消防学校において62時間以上の講習） １　「指示・指導・助言」

・病院実習 　　　救急出動から医療機関へ患者を搬送するまで、救急隊が24時間体制でいつでも救急専門の医師

　（手術室において30症例以上の気管挿管を実施） 　　などに指示や指導、助言を迅速に求める。

２　「事後検証」
　　　救急隊が実施した活動を振り返り、その医学的な判断と処置が正しかったかについて、事後検証を　　
　　医師によって行う。そして、その評価から、知識と技術の更なる控除を図るために、救急隊は訓練など

・薬剤投与講習を修了 　　を行う。
　（消防学校において220時間以上の講習） ３　「再教育」
・病院実習 　　　救急救命士の資格を取得した後、定期的に医療機関での病院実習を行う。
　（処置室において1症例以上の薬剤投与を実施）

       　大阪府内全市町村が連携し救急医療に関
       する相談窓口を設置し、24時間・365日体制
　　   で相談の受付を担う「相談員」、救急医療相

       談に応じるための「看護師」、医学的見地か

　　　 ら、より高度な救急医療相談に応じるための
　　　 「医師」による電話相談を実施する。

      【次ページ参照】

後検証」「再教育」を充実する。

　メディカルコントロールとは、救急現場において、本来医師が行うべき救命行為を救急救命士や救急

隊員が行うことを明確にし、それらの医療行為は、救命率や予後の向上のためにその質を保証されなく

てはならないことから、医師（医療側）が救急隊員の教育やリアルタイムでの指示・指導・助言、行われた
医療行為についての事後検証等について、積極的に監修することを意味する。
　これを実施するために構築されたのが、メディカルコントロール体制であり、医師、行政機関、消防機関
等で構成されたメディカルコントロール協議会のもと、その体制の3つの柱である「指示・指導・助言」「事

＜事業の概要＞ 
 救急隊の高度な救急救命処置による救命効果の向上を目指して、救急隊員への医師による指導・助言、救急活動の事後検証、訓練、病院実習などメディカルコント

ロール体制の充実を図るとともに、市民が救急要請するかの判断に迷う場合の不安に応える「救急安心センターおおさか」の効果的な運営及び利用促進を図る。 

救急体制の拡充整備事業 

救急隊員 

救急救命士 

気管挿管認定救急救命士 

気管挿管・薬剤投与認定救急救命士 

メディカルコントロール体制 

 

医師・行政機関・消防機関等 

メディカルコントロール協議会 
            

              ・特定行為の指示 

                                  ・処置の指示・助言 

                                  ・病院選定への助言 

医師の指示・助言体制 

 

                                ・病院実習の実施 

                                ・救急救命士の再教育の 

                                  実施 

                                ・マニュアルの策定 

再教育体制の整備 

 

             ・救急活動記録票の検討 

                             ・救急救命処置の効果検証 

                             ・症例検討会の実施 

事後検証の実施 



緊急性の高い相談を受けた

場合は、ただちに救急車が

出場します！ 



                       

 

 

 

 

・救急救命士や救急隊員の知識、技術の維持・向上を目的とした教育の拠点 

・常設の救急隊による救急現場への迅速な医師搬送 

 

 

｟ドクターカー出場件数：市立堺病院｠ 

平成２５年中 １８６件 

平成２６年(１月～６月) １２８件（年間予測２５０件） 

《ドクターカー出場奏功例》 

１ 大型貨物車の荷台とクレーン車にて移動中のＨ鋼との間に挟まれた傷病者

に対し、早期に点滴を実施し高度な医療を提供したことにより、予後改善に

効果があった。 

２ けいれん発作後、意識状態に障害のある傷病者に対し、早期に点滴と抗けい

れん薬の投与を実施したことにより、予後改善に効果があった。 

《入電から現場到着および医師引き継ぎまでの所要時間》 

 平成２４年中 平成２５年中 増減状況 

入電～現場到着 ８分２０秒 ８分２２秒 ２秒増 

入電～医師引継 ３５分０１秒 ３６分４１秒 １分４０秒増 

・救急需要の増大及び救急処置の高度化による現場滞在時間の延伸など医療機 

 関への到着が年々伸びる傾向にある。上記の平成２５年中の救急統計では、入 

 電から現場到着まで８分２２秒、病院で待機する医師に引き継ぐまでは３６分 

 ４１秒となっている。例えば、医師が同乗しワークステーションから出場した 

場合、傷病者に接触するまで約１１～１５分と考えられ、結果約２０～２５分 

の短縮が図れる。 

 

 

 

 

《救急救命士病院実習実績（市立堺病院以外）》 

 平成２５年度実績 平成２６年度予定 

就業前病院実習：７当直 

（近大救命救急センター） 
８名 ８名 

気管挿管病院実習（大阪労災病院） 

３０症例（新規） 

３症例（再実習） 

２症例（ビデオ喉頭鏡認定資格取得） 

 

８名 

１５名 

１０名 

 

９名 

１６名 

１０名 

就業中再教育病院実習：１当直 

（近大および泉州救命救急センター） 
９０名 ８７名 

・年間約９０名の病院実習を実施している。 

 

 

・救急ワークステーションは、地域の救急業務の水準を高めるための教育方法と

して非常に有用である。 

・救急車に医師が同乗することにより、病院実習に加え救急現場や搬送中におい

ても医師から直接指導を受けることができ、救急隊員にとっては教育機会の増

加に繋がり教育を実施していく上で有効な方策である。 

・医師が早期に救急現場へ到着することで、投薬など救急隊にはできない高度な

医療を早期に提供でき、後遺症を軽減する上でも効果は大きく予後改善に寄与

することとなり、敷いては救命率の向上へと繋がる。 

・技術面だけでなく医療機関と日常的にコミュニケーションが図れる効果も大き

く、研修派遣を拠点化することで、研修を通じて救急隊と顔の見える関係を築

くことができ、傷病者を受け入れる際に指示が出しやすくなるという利点があ

る。 

                                                 

（仮称）堺市消防局救急ワークステーション整備事業 

概 要 

 

 

 

 

 

現 状  

効 果 
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